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吉川市議会議長  互  金 次 郎 様 

 

提 案 理 由  口 頭  



性暴力被害者支援のための法整備と予算措置を求める意見書 

 

性犯罪は「魂の殺人」と言われ、被害者の心の傷は計り知れず、心的外傷ストレス障害（PTSD）

の発症率も高く、何十年経ってもトラウマに苦しむ被害者がいるにもかかわらず、十分な支

援がないのが現状です。 

 そうしたなかで、医師や支援者が中心になり、１か所で支援が受けられる「ワンストップ

支援センター」が２０１０年に大阪府で開設されました。しかし、現在全国でも３８か所、

東京にも１か所しかありません。内閣府の男女共同参画局も一定の予算をするに至っていま

すが、各センターと協力する医療機関はボランティアや寄付金で賄われているのが現状です。 

 国連のガイドラインでは、人口２０万人規模に１か所のセンターが必要であり、根拠法を

制定し、被害者が公的な予算で治療やカウンセリングを受けられるように求めています。 

 男女や年齢を問わず日々発生している性暴力被害者を守る法律制定が必要です。 

 よって、一日もはやい「関係法整備」と「予算措置」を強く求めるものです。 

 

１．性暴力被害者に対する支援についての根拠法を早期に制定すること。 

２．被害者が早期に十分な治療や対応を受けられるように「ワンストップ支援センター」を

増設し、予算措置をとること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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